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提案理由 

 国民健康保険法施行令の改正等に伴い改正しようとする。 

 

 

 

 

 

 



   高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 高山市国民健康保険条例（昭和５６年高山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１３条の６ 第１０条又は第１３条の２の基礎

賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第１０条の基礎賦課

額と第１３条の２の基礎賦課額との合算額をい

う。第１７条及び第１８条第１項において同じ

。）は、５８万円を超えることができない。 

第１３条の６ 第１０条又は第１３条の２の基礎

賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第１０条の基礎賦課

額と第１３条の２の基礎賦課額との合算額をい

う。第１７条及び第１８条第１項において同じ

。）は、６１万円を超えることができない。 

  

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第１８条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が５８万円を超える場合

には、５８万円）とする。 

第１８条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６１万円を超える場合

には、６１万円）とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２

第２項に掲げる金額に、２７万５千円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合には、その発生し

た日とする。）現在において当該世帯に属す

る被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であつて

前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２

第２項に掲げる金額に、２８万円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合には、その発生した日

とする。）現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号

に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる



げる額とを合算した額 額とを合算した額 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項に掲げる金額に、５０万円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合には、その発生した

日とする。）現在において当該世帯に属する

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であつて前

２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項に掲げる金額に、５１万円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合には、その発生した

日とする。）現在において当該世帯に属する

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であつて前

２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

２ （略）  ２ （略）  

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３

条の２」とあるのは「第１３条の６の３又は第

１３条の６の７」と、「５８万円」とあるのは

「１９万円」と、前項中「第１３条」とあるの

は「第１３条の６の６」と読み替えるものとす

る。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３

条の２」とあるのは「第１３条の６の３又は第

１３条の６の７」と、「６１万円」とあるのは

「１９万円」と、前項中「第１３条」とあるの

は「第１３条の６の６」と読み替えるものとす

る。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２

」とあるのは「第１３条の８」と、「５８万円

」とあるのは「１６万円」と、第２項中「第１

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２

」とあるのは「第１３条の８」と、「６１万円

」とあるのは「１６万円」と、第２項中「第１



３条」とあるのは「第１３条の１１」と読み替

えるものとする。 

３条」とあるのは「第１３条の１１」と読み替

えるものとする。 

  

   附 則    附 則 

 （平成２２年度以降の保険料の減免の特例）  （平成２２年度以降の保険料の減免の特例） 

９ 当分の間、平成２２年度以降の第２２条第１

項第３号の規定による保険料の減免については

、同号中「該当する者（資格取得日の属する月

以後２年を経過する月までの間に限る。）」と

あるのは、「該当する者」とする。 

９ 当分の間、平成２２年度以降の第２２条第１

項第３号の規定による保険料の減免については

、同号中「該当する者（資格取得日の属する月

以後２年を経過する月までの間に限る。）」と

あるのは、「該当する者」とする。ただし、平

成３１年度以降の保険料に係る被保険者均等割

及び世帯別平等割の減免については、この項に

規定する特例を適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高山市国民健康保険条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 


